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午後３時００分開会 

 

○教育長 ただいまから本年第４回足立区教育委員会臨時

会を開会いたします。 

  本日の出席委員数は定足数であります。よって会議は成

立いたします。 

  それでは、これより審議に入ります。 

 

―───────◇──────── 

 

  初めに、会議録署名員の指名をいたします。本日の会議

録署名員に早川委員、倉橋委員をご指名しますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、日程第１、第６８号議案を議題といたします。 

  教育政策担当係長。 

○教育政策担当係長 日程第１、第６８号議案「足立区育英

資金条例の一部を改正する条例の送付について」以上。 

○教育長 第６８号議案について、森学校運営部長から説明

をお願いいたします。 

  学校運営部長。 

○学校運営部長 教育委員会臨時会資料１０ページをご覧

ください。第６８号議案の資料になります。件名、所管部

課名は記載のとおりです。 

  この度、足立区育英資金事業について、区民ニーズに沿

った、利用しやすい制度に変更するため、足立区育英資金

条例の一部を改正するものでございます。 

主な改正内容は、項番２にありますとおり、第１には、

貸付型奨学金を廃止することから、関係条文について削除

いたしました。第２には、今回新設いたしました給付型奨

学金の助成制度について、それぞれの目的、給付および助

成の額、給付資格、奨学金の給付期間、その他等について

規定いたしました。各項目の詳細につきましては、１２ペ

ージの新旧対照表でご確認をお願いします。なお、この条

例は、公布の日から施行いたしたく存じます。以上、ご審

議の程よろしくお願いいたします。 

〇教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の 

審議に入ります。 

  第６８号議案について、ご意見、ご質問がありましたら、 

委員のご発言をお願いいたします。何かご質問はございま

すでしょうか。 

  小関委員。 

〇小関委員 新しい取り組みで、私は良いと思っていますが、

タダでもらえる、金額も相当な金額になると、学生を選ぶ

段階において、しっかりした内容で選ばなければいけない

し、選ばれた後も、しっかりやっていかなければいけない

と思います。その辺りのところが、入口段階の条件で学業

成績が4.0以上、途中段階で学生等としてふさわしくない

行為があったと認められるとき等は、給付をやめることが

できるとは書いてあります。しかし、より具体的なことに

ついて、犯罪歴がある、給付を受ける前から犯罪に関わっ

ていた等、途中で具体的にそのようなことがあった場合は

給付しない旨を明記しないのは問題ないのでしょうか。こ

こには書けないのかもしれませんが、厳しい内容をどこか

に書いておいた方が良いのではと思います。いかがでしょ

うか。 

〇教育長 学務課長。 

〇学務課長 ご心配ごもっともかと思われます。犯罪歴まで

見るというところまでは、想定はなかったのですけれども、

学生としてふさわしい人物を選んでいかなければならな

いというところでは、一定程度そういったものを考えてい

ます。条例等には書き込めていないのですが、応募要領で

すとか、そういったところで触れられないか検討を進めて

いきます。 

〇教育長 早川委員。 

〇早川委員 私も同じですけれども、例えば途中で犯罪を犯

してしまった場合についてです。大学生になって女性と交

流するようになり、強姦などの犯罪に手を貸してしまった

ということが最近増えていると思います。ただ自分は見張

り番をしていただけといっても罰則が科せられています

し、そういった場合に、当然それから先の給付がないのは

分かりますが、今まで借りていたお金はどうなるのでしょ

うか。医学部だと学費は1,000万円以上かかります。言葉

だけで信じるのではなくて、最初の時点で、「返却しても

らいます」とか「取り消しになります」とか具体的に書い

ておいた方が良いと思います。 

また、どのように足立区に貢献しているかを言ってくだ

さいと言われればいくらでも言えると思います。この間も

東京都の奨学金の話をしましたけれども、医学部は東京都

の奨学金をもらったら、離島か、小児科か、産婦人科しか

選ぶことができません。他に行きたい場合は奨学金を返さ
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なければいけないとなっているので、ちょうど良いと思っ

ています。そういう厳しさがあっても良いのではないでし

ょうか。 

なお、資格や免許を持っていても働いていない人という

のも大勢います。ぜひ、足立区にどのように貢献してもら

えるのか、ということを具体的に盛り込んでおいた方が良

いと思います。 

〇教育長 学務課長。 

〇学務課長 ご意見ありがとうございます。成績だけではな

くて、人となりを見なくてはならないというところで、最

後に面接を考えています。確かに口では何とでも言えると

いうところがありますので、例えば活動は具体的に示して

いただいて、それをずっと学生の間追いかけていきます。

毎年1回学業成績ですとか、その家の家計について報告を

お願いしていく予定ですので、その中で活動実績というも

のも報告してもらいながらやっていければなと思ってい

ます。検討会の中では、学生同士が集まって励まし合うと

いう、途中で挫折しないためにもそういうものが必要では

ないかとのご意見もありましたので、勿論厳しさもですけ

れども、きちんと寄り添って、家庭的に厳しい方もいらっ

しゃると思いますので、応援していく仕組みも必要かなと

思っています。 

〇教育長 近藤委員。 

〇近藤委員 奨学金ですと、上手くまわしていくためには、

彼らが卒業してからできるだけほとんどの人たちが返金

してくれるということが重要だと思いますが、問題なく返

金されているのでしょうか。 

〇教育長 これまでのということですよね。 

     学務課長。 

〇学務課長 今までは貸付ですので、大半の方は返還してい

ただいてますが、難しい方はいらっしゃいます。月3,000

円でも良いから払ってもらうなど、細かくして頑張ってい

ます。そこまで至らずに、財産を全て処分して、弁護士に

頼んで取り立てる、ということも中にはあります。貸付だ

とどうしてもそのような可能性があります。 

〇教育長 他はいかがでしょうか。よろしいですか。 

  ないようでございますので、これより第６８号議案「足

立区育英資金条例の一部を改正する条例の送付について」

を採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の

方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

〇教育長 挙手全員であります。よって本案は原案の通り議

決することにいたします。 

  その他ですけれども、何かございますでしょうか。 

  ないようでございますので、以上をもちまして、第４回

足立区教育委員会臨時会を閉会といたします。 

  おつかれさまでした。どうもありがとうございました。 

 

午後 ３時１１分閉会 



令 和 ４ 年 第 ４ 回 

足 立 区 教 育 委 員 会 臨 時 会 

日  時  令和４年１１月２４日 木曜日 午後３時００分開議 

会  場    教育委員会室 

１ 議 事 日 程 頁 

日程第１ 第６８号議案 足立区育英資金条例の一部を改正する条例の送付について… ２ 



第６８号議案

足立区育英資金条例の一部を改正する条例の送付について

上記の議案を提出する。  

  令和４年１１月２４日

  提出者   足立区教育委員会教育長  大山  日出夫

足立区育英資金条例の一部を改正する条例

 足立区育英資金条例（昭和３１年足立区条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第１条中「高等学校等に在学し、学業成績が優秀であつて、」を削り、

「経済的理由により」の次に「大学、高等学校等における進学又は」を

加え、「修学の」を「修学が」に改め、「対し、」の次に「奨学資金（以

下「奨学金」という。）を給付し、又は」を加え、「貸し付け、及び」

を削る。  

第１条の２第１号中「第９７条の」を「第９７条に規定する」に改め、

「大学院」の次に「及び法第１０３条に規定する大学」を、「除く。）」

の次に「をいう。」を加え、同条第２号中「含む。）」の次に「をいう。」

を加え、同条第３号中「規定する高等専門学校」の次に「をいう。」を

加え、同条第４号中「規定する専修学校」の次に「をいう」を加え、同

条に次の１号を加える。  

（５）  確認大学等  大学等における修学の支援に関する法律（令和

元年法律第８号）第２条第３項に規定する確認大学等をいう。

第１条の２の次に次の１条を加える。  

（給付及び助成の額等）  

第１条の３  奨学金の給付額は、入学料、授業料及び施設整備費の実費

相当額（当該実費相当額が規則で定める額を超える場合は、当該規則

で定める額。以下「当該実費相当額等」という。）の範囲内とする。

ただし、独立行政法人日本学生支援機構法（平成１５年法律第９４号）
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第１７条の２の学資支給金を受けているときは、当該実費相当額等か

ら当該学資支給金の額を除いた額の範囲内とする。  

２  学資金の助成の種類及び額は、次のとおりとする。

奨学金返済支援助成 貸与額の２分の１の額。ただし、当該

額が１ ,０００ ,０００円を超える場

合は、１ ,０００ ,０００円とする。  

高等学校等入学準備助成 １００，０００円

第２条の見出し中「貸付」を「給付」に改め、同条中「学資金」を「奨

学金」に改め、「、申請をした日において」を削り、「次の」の次に「各

号に掲げる」を加え、同条各号列記以外の部分に次のただし書を加える。 

  ただし、区長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。 

第２条第１号及び第２号を次のように改める。  

（１）  奨学金の給付を受ける者（以下「奨学生」という。）の生計

を維持する者が、申請の日の３年前から足立区内に引き続き住所を

有し、かつ、当該日から給付の日まで足立区内に引き続き住所を有

していること。  

（２）  高等学校、高等専門学校（第３学年に限る。）、専修学校の

高等課程又は法第１３４条第１項に規定する各種学校の高等課程

（専修学校の高等課程に準ずる課程をいう。以下同じ。）を卒業後

又は修了後２年以内（これらに準ずる場合を含む。）で、初めて確

認大学等（当該確認大学等が専修学校である場合にあっては、専修

学校の専門課程（修業年限が２年以上のものに限る。以下同じ。））

に入学又は進級をし、在学する者であること。  

 第２条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第６号と

し、同号の前に次の２号を加える。  

（４）  学業成績が優良であると認められること。  

（５）  奨学金返済支援助成を受けていないこと。  

第３条中「学資金の助成」を「奨学金返済支援助成」に改め、「、申
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請をした日において」を削り、「の区分に応じ、当該各号に定める」を

「に掲げる」に改め、同条各号列記以外の部分に次のただし書を加える。 

ただし、区長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。 

第３条第１号及び第２号を次のように改める。  

（１）  奨学金返済支援助成を受ける者の生計を維持する者が、申請

の日の６箇月前から足立区内に引き続き住所を有していること。

（２）  次のいずれかに該当すること。  

ア 中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程

（第３学年に限る。）（以下「中学校等」という。）を卒業後又

は修了後２年以内（これらに準ずる場合を含む。）で、初めて高

等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程に入学又は進級を

した者で、かつ、当該高等学校等を正規の修業年数で卒業した者

であること。  

イ 高等学校、高等専門学校（第３学年に限る。）、専修学校の高

等課程又は法第１３４条第１項に規定する各種学校の高等課程

を卒業後又は修了後２年以内（これらに準ずる場合を含む。）で、

初めて確認大学等（当該確認大学等が専修学校である場合にあっ

ては、専修学校の専門課程）に入学又は進級をした者で、かつ、

当該確認大学等を正規の修業年数で卒業した者であること。  

第３条第２号の次に次の４号を加える。

（３） 学業成績が優秀であると認められること。

（４）  独立行政法人日本学生支援機構法第１４条第１項の無利息の

学資貸与金の貸与又は東京都育英資金条例（平成１７年東京都条例

第３１号）に基づく奨学金の貸付を受けていること。  

（５） この条例に基づき、奨学金の給付を受けていないこと。

（６） 前各号に定めるもののほか、規則で定める要件を満たすこと。 

第３条に次の１項を加える。  

２  高等学校等入学準備助成を受けることができる者は、次の各号に掲
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げる要件を備えていなければならない。ただし、区長が特別な事情が

あると認める場合は、この限りでない。  

(１ ) 申請の日から助成を受ける日まで足立区内に引き続き住所を

有する者であること。  

(２ ) 第５条の規定に基づく高等学校等入学準備助成に係る申請を

行った日が属する年度に中学校等を卒業又は修了をし、高等学校、

高等専門学校、専修学校の高等課程又は各種学校の高等課程（以下

「高等学校等」という。）に進学することが決定していること。  

(３ ) 次のいずれかに該当すること。

ア 高等学校等に進学する年の２月１日において、区長から準要保

護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に

規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者をいう。以下同

じ。）の認定を受けていること。  

イ 高等学校等に進学する年の２月２日から３月３１日までの間に

足立区に転入した者で区長により準要保護者の認定を受け、転入

前の自治体から同種の交付を受けていないこと。

第４条を次のように改める。  

 （奨学金の給付期間）  

第４条  奨学金の給付期間は、奨学生がその在学する確認大学等の正規

の修業年限を満了するために必要な期間とする。  

第５条の見出しを「（給付又は助成の申請及び候補者の決定）」に改

め、同条第１項中「学資金の貸付又は助成」を「奨学金の給付又は学資

金の助成」に改め、同条第２項を次のように改める。  

２ 区長は、前項の規定による申請があった場合、その内容を審査し、

奨学金の給付又は学資金の助成を受ける候補者（以下「奨学生等候補

者」という。）の決定を行う。  

第６条から第１０条までを次のように改める。  

（奨学生等候補者決定の取消し）  
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第６条  区長は、奨学金の給付に係る奨学生等候補者が次の各号のいず

れかに該当する場合は、当該候補者の決定を取り消すことができる。 

（１）  第２条各号の要件を欠くに至ったとき。  

（２）  偽りその他不正の手段により奨学生等候補者の決定を受けた

と認められるとき。  

２  区長は、奨学金返済支援助成に係る奨学生等候補者が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、当該候補者の決定を取り消すことができる。 

（１）  第３条第１項各号の要件を欠くに至ったとき。  

（２）  偽りその他不正の手段により奨学生等候補者の決定を受けた

と認められるとき。  

３  区長は、高等学校等入学準備助成に係る奨学生等候補者が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該候補者の決定を取り消すことがで

きる。  

（１）  第３条第２項各号の要件を欠くに至ったとき。  

（２）  偽りその他不正の手段により奨学生等候補者の決定を受けた

と認められるとき。

（給付の決定及び給付額の交付）  

第７条  区長は、奨学金の給付に係る奨学生等候補者から規則で定める

ところにより申請があった場合には、その内容を審査し、予算の範囲

内において、給付の決定を行う。  

２  区長は、前項の規定により給付決定を行った場合、規則で定めると

ころにより、決定給付額を交付する。

（助成の交付決定及び助成額の交付）

第８条  区長は、奨学金返済支援助成に係る奨学生等候補者から規則で

定めるところにより申請があった場合には、その内容を審査し、予算

の範囲内において、助成の交付決定を行う。  

２  区長は、高等学校等入学準備助成に係る奨学生等候補者が第３条第

２項各号の要件を満たした場合には、予算の範囲内において、助成の
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交付決定を行う。  

３  区長は、前２項の規定により助成の交付決定を行った場合、速やか

に決定助成額を交付する。

（給付決定の取消し）  

第９条  第７条の規定により奨学金の給付の決定を受けた者が次の各

号のいずれかに該当する場合は、奨学金の給付を停止し、当該給付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。  

（１） 第２条各号の要件を欠くに至ったとき。

（２）  偽りその他不正の手段により奨学金の給付決定を受けたと認

められるとき。

（３）  奨学金を給付の目的以外の用途に使用したと認められるとき。 

（４） 学生等としてふさわしくない行為があったと認められるとき。 

（５） 傷病等のために成業の見込みがないとき。

（交付決定の取消し）

第１０条 区長は、奨学金返済支援助成に係る交付決定を受けた者が次

の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を

取り消すことができる。  

（１） 第３条第１項各号の要件を欠くに至ったとき。

（２）  偽りその他不正の手段により奨学金返済支援助成の交付決定

を受けたとき。

（３）  助成金を奨学金返済支援助成の目的以外の用途に使用したと

認められるとき。  

２  区長は、高等学校等入学準備助成に係る交付決定を受けた者が次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定を取り消すことがで

きる。  

（１）  第３条第２項各号の要件を欠くに至ったとき。  

（２）  偽りその他不正の手段により高等学校等入学準備助成の交付

決定を受けたとき。
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（３）  高等学校等入学準備助成に係る高等学校等へ進学しなかった

とき。

第１３条を第１４条とする。  

第１２条第１項中「貸付又は助成」を「奨学金の制度」に改め、同条

第２項第１号中「学資金の貸付制度」を「奨学金の給付制度及び学資金

の助成制度」に改め、同項第２号を削り、同項第３号を同項第２号とし、

同条第３項中「もつて」を「もって」に改め、同条を第１３条とする。 

第１１条第１項中「学資金の貸付及び助成」を「奨学金の給付及び学

資金の助成」に改め、同条第２項第１号中「学資金の貸付及び助成の」

を「奨学金の給付及び学資金の助成に係る」に改め、同項第２号を削り、

同項第３号を同項第２号とし、同条第３項中「もつて」を「もって」に

改め、同条を第１２条とする。  

第１０条の次に次の１条を加える。

（給付金又は助成金の返還）  

第１１条  区長は、前２条の規定により奨学金の給付の決定又は学資金

の助成に係る交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係

る部分に関し、既に給付金又は助成金を交付しているときは、期限を

定めてその返還を命ずるものとする。  

附則第２条を次のように改める。  

（奨学金返済支援助成の資格に関する特例）  

第２条  足立区育英資金条例の一部を改正する条例（令和４年足立区条

例第   号）による改正前の足立区育英資金条例の規定に基づき学資

金の貸付を受けた者に対する第３条第１項第４号の規定の適用につ

いては、同号中「独立行政法人日本学生支援機構法」とあるのは、「足

立区育英資金条例の一部を改正する条例（令和４年足立区条例第  

 号）による改正前の足立区育英資金条例の規定による学資金の貸付、

独立行政法人日本学生支援機構法」とする。  

附則第３条から第９条までを削る。  
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別表第１及び別表第２を削る。

付  則

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置）  

２  この条例の施行の際現にこの条例による改正前の足立区育英資金

条例（以下「改正前条例」という。）の規定により学資金の貸付を受

けている者に係る学資金の貸付、貸付金の償還等については、当該貸

付の償還が終了するまでの間、なお従前の例による。  

３  この条例による改正後の足立区育英資金条例の規定（奨学金返済支

援助成に係る部分に限る。）は、施行日以後に奨学金返済支援助成の

申請を行った者について適用し、施行日前に当該申請を行った者につ

いては、なお従前の例による。  

４  この条例の施行の際現に改正前条例附則第２条の規定による追加

貸付を受けている者に係る貸付金の償還等については、当該追加貸付

の償還が終了するまでの間、なお従前の例による。  

（提案理由）

 足立区育英資金事業について、区民ニーズに沿った利用しやすい制度

への変更を目的として条例を改正する必要があるので、この条例案を提

出いたします。  
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第 ６ ８ 号 議 案 説 明 資 料

令和４年１１月２４日 

件 名 足立区育英資金条例の一部を改正する条例の送付について 

所管部課名 学校運営部学務課 

内 容 

足立区育英資金条例の一部を改正する。 

１ 改正理由 

  足立区育英資金事業について、区民ニーズに沿った利用しやすい制度 

への変更を目的として、今年度、足立区育英資金検討委員会を開催し制 

度の見直しを行った。 

  ついては、その見直しに沿った事業を進めていくにあたり、足立区育 

英資金条例の一部を以下のとおり改正する。 

２ 主な改正内容（詳細は、Ｐ１２～２２・新旧対照表のとおり） 

（１）貸付け型奨学金の廃止に伴い、条文を削除する。

（２）給付型奨学金、および制度の見直しに伴い合わせて整備した助成の

概要は以下のとおりである。

ア 目的

経済的理由により大学、高等学校等への進学・修学が困難な者に対 

し、奨学資金を給付又は学資金を助成することにより、社会に貢献す 

る人材を育成することを目的とする。 

イ 給付および助成の額等

（ア）奨学金の給付額

・ 入学料、授業料及び施設整備費の実費相当額の範囲内

・ 独立行政法人日本学生支援機構の学資支給金を受けているときは、

当該実費相当額から当該学資支給金の額を除した額の範囲内

（イ）学資金の種類・助成額

ウ 給付資格

（ア）給付型奨学金

・ 奨学金の給付を受ける者の生計を維持する者が、申請日の３ 

年前から引き続き足立区内に住所を有し、かつ、給付日まで 

引き続き足立区に住所を有すること

・ 高等学校、高等専門学校、専修学校の高等課程又は各種学校 

の高等課程を卒業する見込み若しくは卒業後又は修了後２

年以内で、初めて確認大学（※）等に入学又は進級し在学す 

る者であること

奨学金返済支援助成 
貸与額の２分の 1の額 

（上限：１００万円） 

高等学校等入学準備助成 一律：１０万円 
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※ 財務諸表を公表する等、「大学における修学の支援に関す 

る法律」で定める要件を満たし、文部科学省等が「給付」 

「授業料減免」を行うにふさわしいと確認した大学等

・ 経済的理由により修学が困難であること

・ 学業成績が優良（５段階評価で４.０以上）であること

・ 奨学金返済支援助成を受けていないこと

（イ）奨学金返済支援助成

・ 申請者の生計を維持する者が、申請日の６箇月前から引き続 

き足立区内に住所を有すること

・ 中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課 

程を卒業又は修了後２年以内で、初めて高等学校、高等専門 

学校又は専修学校の高等課程に入学又は進級をした者で、か 

つ、正規の修業年数で卒業する者であること

・ 高等学校、高等専門学校、専修学校の高等課程又は各種学校

の高等課程を卒業する見込み若しくは卒業後又は修了後２

年以内で、初めて確認大学等に入学又は進級した者で、かつ、

当該確認大学等を正規の修業年数で卒業する者であること

・ 学業成績が優秀（５段会評価で３.５以上）であること

・ 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金貸付又は東京

都育英資金条例に基づく奨学金の貸付を受けていること

・ この条例に基づき、奨学金の給付を受けていないこと

（ウ）高等学校等入学準備助成

・ 申請の日から助成を受ける日まで、引き続き足立区内に住所

を有する者であること

・ 助成申請年度に中学校を卒業し、高等学校、高等専門学校、

専修学校の高等課程又は各種学校の高等課程に進学するこ

とが決定していること

・ 準要保護者の認定を受けていること

エ 奨学金の給付期間

奨学生が在学する確認大学等の、正規の修業年限を満了するために必要な期間

オ その他

（ア）給付・助成の申請、候補者の決定

（イ）奨学生候補者決定の取消し

（ウ）給付の決定、給付額の交付

（エ）助成の交付決定、助成額の交付

（オ）給付決定・交付決定の取消し

（カ）給付金・助成金の返還

３ 施行年月日 

  公布の日から施行する。 

今後の方針 関係する条例施行規則等について、必要な規定整備を図っていく。 
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足立区育英資金条例の一部を改正する条例新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区育英資金条例 ○足立区育英資金条例

昭和31年３月３日条例第１号 昭和31年３月３日条例第１号 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、高等学校等に在学し、学業成績が優秀であつて、経済

的理由により  修学の困難な者に対し、 

修学上必要な学資金

（以下「学資金」という。）を貸し付け、及び助成することにより、社会

に貢献する人材を育成することを目的とする。 

第１条 この条例は、 経済

的理由により大学、高等学校等における進学又は修学が困難な者に対し、奨

学資金（以下「奨学金」という。）を給付し、又は修学上必要な学資金（以

下「学資金」という。）を       助成することにより、社会に貢

献する人材を育成することを目的とする。 

（定義） （定義） 

第１条の２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

第１条の２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(１) 大学 学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）第

１条に規定する大学（法第97条の大学院

を除く。）  

(１) 大学 学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）第

１条に規定する大学（法第97条に規定する大学院及び法第103条に規定す

る大学を除く。）をいう。 

(２) 高等学校 法第１条に規定する高等学校（中等教育学校の後期課程

及び特別支援学校の高等部を含む。）

(２) 高等学校 法第１条に規定する高等学校（中等教育学校の後期課程

及び特別支援学校の高等部を含む。）をいう。 

(３) 高等専門学校 法第１条に規定する高等専門学校 (３) 高等専門学校 法第１条に規定する高等専門学校をいう。

(４) 専修学校 法第124条に規定する専修学校 。ただし、法第125

条第１項の高等課程及び専門課程に限る。 

(５) 新設

第１条の３ 新設 

(４) 専修学校 法第124条に規定する専修学校をいう。ただし、法第125

条第１項の高等課程及び専門課程に限る。 

(５) 確認大学等 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法

律第8号）第２条第３項に規定する確認大学等をいう。 

（給付及び助成の額等） 

第１条の３ 奨学金の給付額は、入学料、授業料及び施設整備費の実費相当

額（当該実費相当額が規則で定める額を超える場合は、当該規則で定める

額。以下「当該実費相当額等」という。）の範囲内とする。ただし、独立

行政法人日本学生支援機構法（平成15年法律第94号）第１７条の２の学資
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改正前 改正後 

支給金を受けているときは、当該実費相当額等から当該学資支給金の額を

除いた額の範囲内とする。 

２ 学資金の助成の種類及び額は、次のとおりとする。 

奨学金返済支援助成 貸与額の２分の１の額。ただし、

当該額が１,０００,０００円を超

える場合は、１,０００,０００円

とする。 

高等学校等入学準備助成 １００，０００円 

（貸付の資格） （給付の資格） 

第２条 学資金の貸付を受けることができる者は、申請をした日において、

次の  要件を備えていなければならない。

第２条 奨学金の給付を受けることができる者は、  、 

次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、区長が特別

な事情があると認める場合は、この限りでない。 

(１) 足立区内に引き続き６箇月以上住所を有する者であること。 (１) 奨学金の給付を受ける者（以下「奨学生」という。）の生計を維持す

る者が、申請の日の３年前から足立区内に引き続き住所を有し、かつ、

当該日から給付の日まで足立区内に引き続き住所を有していること。 

(２) 大学若しくは専修学校の専門課程（修業年限が２年以上のものに限

る。以下同じ。）に入学し、又は大学、専修学校の専門課程若しくは高

等専門学校の４年次から５年次までに在学すること。 

(２) 高等学校、高等専門学校（第３学年に限る。）、専修学校の高等課

程又は法第１３４条第１項に規定する各種学校の高等課程（専修学校の

高等課程に準ずる課程をいう。以下同じ。）を卒業後又は修了後２年以

内（これらに準ずる場合を含む。）で、初めて確認大学等（当該確認大

学等が専修学校である場合にあっては、専修学校の専門課程（修業年限

が２年以上のものに限る。以下同じ。））に入学又は進級をし、在学す

る者であること。 

(３) 略

(４)及び(５) 新設

(３) 現行のとおり

(４) 学業成績が優良であると認められること。

(５) 奨学金返済支援助成を受けていないこと。

(４) 前３号に定めるもののほか、規則で定める要件を満たすこと。 (６) 前各号に定めるもののほか、規則で定める要件を満たすこと。
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改正前 改正後 

（助成の資格） （助成の資格） 

第３条 学資金の助成を受けることができる者は、申請をした日において、

次の各号の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えていなければならな

い。

第３条 奨学金返済支援助成を受けることができる者は、  、 

次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、区長が特別

な事情があると認める場合は、この限りでない。 

(１) 奨学金返済支援助成 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 

ア 足立区内に引き続き６箇月以上住所を有する者であること。

イ 大学、高等学校、高等専門学校又は学校教育法施行規則（昭和22年

文部省令第11号）第１５０条第３号の規定により文部科学大臣の指定

を受けた専修学校の高等課程に入学し、又は在学すること。 

(１) 奨学金返済支援助成を受ける者の生計を維持する者が、申請の日の

６箇月前から足立区内に引き続き住所を有していること。 

 

 

 

(２) 次のいずれかに該当すること。

ア 中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程（第

３学年に限る。）（以下「中学校等」という。）を卒業後又は修了後

２年以内（これらに準ずる場合を含む。）で、初めて高等学校、高等

専門学校又は専修学校の高等課程に入学又は進級をした者で、かつ、

当該高等学校等を正規の修業年数で卒業した者であること。 

ウ 学業成績が優秀であると認められること。

エ 前条の貸付、独立行政法人日本学生支援機構法（平成15年法律第94

号）第１４条第１項の無利息の学資貸与金の貸与又は東京都育英資金

条例（平成17年東京都条例第31号）第５条の奨学金の貸付を受けてい

ること。 

オ アからエまでに定めるもののほか規則で定める要件

(２) 高等学校等入学準備助成 次に掲げる要件のいずれにも該当するこ

と。 

ア 足立区内に住所を有する者であること。

イ 助成に係る申請を行った日が属する年度に中学校を卒業し、高等学

校、高等専門学校又は専修学校の高等課程に進学する見込みであるこ

と。 

イ 高等学校、高等専門学校（第３学年に限る。）、専修学校の高等課

程又は法第１３４条第１項に規定する各種学校の高等課程を卒業後又

は修了後２年以内（これらに準ずる場合を含む。）で、初めて確認大

学等（当該確認大学等が専修学校である場合にあっては、専修学校の

専門課程）に入学又は進級をした者で、かつ、当該確認大学等を正規

の修業年数で卒業した者であること。 
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改正前 改正後 

ウ 経済的理由により進学が困難であること。

エ アからウまでに定めるもののほか規則で定める要件

(３)～（６） 新設 

２ 新設 

(３) 学業成績が優秀であると認められること。

(４) 独立行政法人日本学生支援機構法第１４条第１項の無利息の学資貸

与金の貸与又は東京都育英資金条例（平成17年東京都条例第31号）に基

づく奨学金の貸付を受けていること。 

(５) この条例に基づき、奨学金の給付を受けていないこと。

(６) 前各号に定めるもののほか、規則で定める要件を満たすこと。

２ 高等学校等入学準備助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる

要件を備えていなければならない。ただし、区長が特別な事情があると認

める場合は、この限りでない。 

(１) 申請の日から助成を受ける日まで足立区内に引き続き住所を有する

者であること。 

(２) 第５条の規定に基づく高等学校等入学準備助成に係る申請を行った

日が属する年度に中学校等を卒業又は修了をし、高等学校、高等専門学

校、専修学校の高等課程又は各種学校の高等課程（以下「高等学校等」

という。）に進学することが決定していること。 

(３) 次のいずれかに該当すること。

ア 高等学校等に進学する年の２月１日において、区長から準要保護者

（生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項に規定する要保護

者に準ずる程度に困窮している者をいう。以下同じ。）の認定を受け

ていること。 

イ 高等学校等に進学する年の２月２日から３月３１日までの間に足立

区に転入した者で区長により準要保護者の認定を受け、転入前の自治

体から同種の交付を受けていないこと。 

（貸付及び助成の金額） （奨学金の給付期間） 

第４条 学資金の貸付及び助成の金額は、それぞれ別表第１及び別表第２に

掲げる金額の範囲内とする。 

第４条 奨学金の給付期間は、奨学生がその在学する確認大学等の正規の修

業年限を満了するために必要な期間とする。 
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改正前 改正後 

（貸付又は助成の申請） （給付又は助成の申請及び候補者の決定） 

第５条 学資金の貸付又は助成を受けようとする者は、規則で定めるところ

により、区長に申請しなければならない。 

第５条 奨学金の給付又は学資金の助成を受けようとする者は、規則で定め

るところにより、区長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請があつた場合は、区長は、毎年度予算の範囲内において貸付

又は助成を受ける者を決定し、申請者に通知する。 

２ 区長は、前項の規定による申請があった場合、その内容を審査し、奨学

金の給付又は学資金の助成を受ける候補者（以下「奨学生等候補者」とい

う。）の決定を行う。 

（連帯保証人） （奨学生等候補者決定の取消し） 

第６条 学資金の貸付を受けようとする者は、次の各号の要件を備えた連帯

保証人２人をたてなければならない。 

第６条 区長は、奨学金の給付に係る奨学生等候補者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、当該候補者の決定を取り消すことができる。 

(１) 一定の職業をもち又は独立の生計を営んでいること。 (１) 第２条各号の要件を欠くに至ったとき。

(２) この学資金につき他に保証していないこと。 (２) 偽りその他不正の手段により奨学生等候補者の決定を受けたと認め

られるとき。 

(３) 前２号に定めるもののほか、規則で定める要件を満たすこと。

２ 前項の連帯保証人のうち１名は、貸付の日の６箇月前から引き続き足立

区内に住所を有しなければならない。 

２ 区長は、奨学金返済支援助成に係る奨学生等候補者が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、当該候補者の決定を取り消すことができる。 

(１) 第３条第１項各号の要件を欠くに至ったとき。

(２) 偽りその他不正の手段により奨学生等候補者の決定を受けたと認め

られるとき。 

３ 第１項の規定にかかわらず、規則で定める者にあつては、連帯保証人を

たてることを要しないものとする。 

３ 区長は、高等学校等入学準備助成に係る奨学生等候補者が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、当該候補者の決定を取り消すことができる。 

(１) 第３条第２項各号の要件を欠くに至ったとき。

(２) 偽りその他不正の手段により奨学生等候補者の決定を受けたと認め

られるとき。 

（貸付又は助成の停止） （給付の決定及び給付額の交付） 

第７条 区長は学資金の貸付又は助成を受けている者が、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、学資金の貸付又は助成を取り消すことができる。 

第７条 区長は、奨学金の給付に係る奨学生等候補者から規則で定めるとこ

ろにより申請があった場合には、その内容を審査し、予算の範囲内におい

て、給付の決定を行う。 

(１) 第２条第２号又は第３号に定める要件を欠いたとき。
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改正前 改正後 

(２) 学資金の貸付又は助成を受ける必要がなくなつたとき。

２ 区長は、前項の規定により給付決定を行った場合、規則で定めるところ

により、決定給付額を交付する。 

(３) 貸付又は助成の目的を達成する見込みがないと認められたとき。

（償還方法） （助成の交付決定及び助成額の交付） 

第８条 貸し付けた学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算

し１年を経過した後15年以内において年賦又は月賦で区長の定める方法に

従い償還しなければならない。前条の規定により貸付を停止した場合の学

資金の償還についても同様とする。 

第８条 区長は、奨学金返済支援助成に係る奨学生等候補者から規則で定め

るところにより申請があった場合には、その内容を審査し、予算の範囲内

において、助成の交付決定を行う。 

２ 前項の規定にかかわらず区長は、学資金の貸付を受けた者が、次の各号

のいずれかに該当する場合は、貸し付けた学資金の全部又は一部について

繰上げ償還を命ずることができる。 

２ 区長は、高等学校等入学準備助成に係る奨学生等候補者が第３条第２項

各号の要件を満たした場合には、予算の範囲内において、助成の交付決定

を行う。 

(１) 学資金の貸付目的以外に使用したとき。

(２) いつわりの申請その他不正手段によつて貸付を受けたとき。

(３) 償還金の支払を怠つたとき。

３ 区長は、前２項の規定により助成の交付決定を行った場合、速やかに決

定助成額を交付する。 

（利息・違約金） （給付決定の取消し） 

第９条 学資金の貸付は無利子とする。 第９条 第７条の規定により奨学金の給付の決定を受けた者が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、奨学金の給付を停止し、当該給付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

(１) 第２条各号の要件を欠くに至ったとき。

(２) 偽りその他不正の手段により奨学金の給付決定を受けたと認められ

るとき。 

(３) 奨学金を給付の目的以外の用途に使用したと認められるとき。

(４) 学生等としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(５) 傷病等のために成業の見込みがないとき。
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改正前 改正後 

２ 学資金の貸付を受けた者が貸付金を償還期限までに支払わなかつた場合

において正当の事由がないと認められるときは、年10.95パーセントの割合

をもつて償還期限の翌月から支払の日までの日数によつて計算した違約金

を徴収する。 

 

（償還方法の変更又は減免） （交付決定の取消し） 

第10条 学資金の貸付を受けた者が、災害その他の特別の事由によりその償

還が困難と認められるときは、区長は、償還方法を変更し、又は償還金の

全部若しくは一部を免除することができる。 

第11条 新設 

第10条 区長は、奨学金返済支援助成に係る交付決定を受けた者が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すこ

とができる。 

(１) 第３条第１項各号の要件を欠くに至ったとき。

(２) 偽りその他不正の手段により奨学金返済支援助成の交付決定を受け

たとき。 

(３) 助成金を奨学金返済支援助成の目的以外の用途に使用したと認めら

れるとき。 

２ 区長は、高等学校等入学準備助成に係る交付決定を受けた者が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該交付決定を取り消すことができる。 

(１) 第３条第２項各号の要件を欠くに至ったとき。

(２) 偽りその他不正の手段により高等学校等入学準備助成の交付決定を

受けたとき。 

(３) 高等学校等入学準備助成に係る高等学校等へ進学しなかったとき。

（給付金又は助成金の返還） 

第11条 区長は、前２条の規定により奨学金の給付の決定又は学資金の助成

に係る交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関

し、既に給付金又は助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還

を命ずるものとする。 

（育英資金審議会） （育英資金審議会） 

第11条 学資金の貸付及び助成に関して必要な事項を審議するため、区長の

附属機関として足立区育英資金審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

第12条 奨学金の給付及び学資金の助成に関して必要な事項を審議するた

め、区長の附属機関として足立区育英資金審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 
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改正前 改正後 

２ 審議会は、次の事項について、区長の諮問に応じて審議する。 ２ 審議会は、次の事項について、区長の諮問に応じて審議する。 

(１) 学資金の貸付及び 助成の申請者の選考審査に関すること。 (１) 奨学金の給付及び学資金の助成に係る申請者の選考審査に関するこ

と。 

(２) 学資金の償還方法に関すること。 削除 

(３) その他区長が必要と認める事項 (２) その他区長が必要と認める事項

３ 審議会は、学識経験者等及び足立区職員のうちから、区長が委嘱又は任

命する委員10人以内をもつて組織する。 

３ 審議会は、学識経験者等及び足立区職員のうちから、区長が委嘱又は任

命する委員10人以内をもって組織する。 

４ 略 ４ 現行のとおり 

（育英資金検討委員会） （育英資金検討委員会） 

第12条 本条例に基づく貸付又は助成に関し、持続可能性を確保しつつ、区

民のニーズに沿った、利用しやすい制度について検討するため、区長の附

属機関として足立区育英資金検討委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

第13条 本条例に基づく奨学金の制度に関し、持続可能性を確保しつつ、区

民のニーズに沿った、利用しやすい制度について検討するため、区長の附

属機関として足立区育英資金検討委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

２ 委員会は、次の事項について、区長の諮問に応じて審議する。 ２ 委員会は、次の事項について、区長の諮問に応じて審議する。 

(１) 学資金の貸付制度に関すること。 (１) 奨学金の給付制度及び学資金の助成制度に関すること。

(２) 学資金の助成制度に関すること。 削除 

(３) その他区長が必要と認めた事項 (２) その他区長が必要と認めた事項

３ 委員会は、学識経験者等及び足立区職員のうちから、区長が委嘱又は任

命する委員10人以内をもつて組織する。 

３ 委員会は、学識経験者等及び足立区職員のうちから、区長が委嘱又は任

命する委員10人以内をもって組織する。 

４ 略 ４ 現行のとおり 

（委任） 

第13条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 

（委任） 

第14条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、昭和31年４月１日から施行する。 第１条 この条例は、昭和31年４月１日から施行する。 

（新型コロナウイルス感染症対策に係る貸付） （奨学金返済支援助成の資格に関する特例） 

第２条 区長は、大学等で修学する者が新型コロナウイルス感染症（病原体

がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民

第２条 足立区育英資金条例の一部を改正する条例（令和４年足立区条例第 

  号）による改正前の足立区育英資金条例の規定に基づき学資金の貸付
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改正前 改正後 

共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た

に報告されたものに限る。）である感染症をいう。）の影響により、学資

金が不足し修学の継続が困難な状態に陥らないようにするため、別表第１

に掲げる貸付金のほか、学資金の貸付を行うものとする。 

を受けた者に対する第３条第１項第４号の規定の適用については、同号中

「独立行政法人日本学生支援機構法」とあるのは、「足立区育英資金条例

の一部を改正する条例（令和４年足立区条例第  号）による改正前の足

立区育英資金条例の規定による学資金の貸付、独立行政法人日本学生支援

機構法」とする。 

（追加貸付の資格） 

第３条 前条の貸付（以下「追加貸付」という。）を受けることができる者

は、追加貸付の申請時において、現に、この条例の規定に基づき大学、専

修学校（専門課程）及び高等専門学校（４年次及び５年次に限る。）の学

資金の貸付を受け、かつ、これらの大学等に在学している者でなければな

らない。 

第３条～第９条 削除 

（追加貸付の金額） 

第４条 追加貸付の金額は、10万円とする。 

（追加貸付の申請） 

第５条 追加貸付を受けようとする者は、区長が別に定めるところにより、

区長に申請しなければならない。 

 

２ 前項の申請があった場合は、区長は、追加貸付を受ける者を決定し、申

請者に通知する。 

 

（追加貸付に係る償還方法） 

第６条 追加貸付により貸し付けた学資金は、大学等を卒業した日又は退学

した日の属する月の翌月から起算し１年を経過した後、月賦の方法により、

20回で償還しなければならない。ただし、区長が特別な事情があると認め

るときは、この限りでない。 

 

（追加貸付に係る利息・違約金） 

第７条 追加貸付に係る利息及び違約金については、第９条の規定の例によ

る。 

 

（追加貸付に係る償還金の免除） 

第８条 区長は、追加貸付を受けた者が大学等を正規の修業年数で卒業した 
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改正前 改正後 

場合は、追加貸付に係る償還金の全部を免除することができる。 

（委任） 

第９条 追加貸付について必要な事項は、区長が別に定める。 

付 則（令和４年●月●日条例第●号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の足立区育英資金条例

（以下「改正前条例」という。）の規定により学資金の貸付を受けている

者に係る学資金の貸付、貸付金の償還等については、当該貸付の償還が終

了するまでの間、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の足立区育英資金条例の規定（奨学金返済支援助

成に係る部分に限る。）は、施行日以後に奨学金返済支援助成の申請を行

った者について適用し、施行日前に当該申請を行った者については、なお

従前の例による。 

４ この条例の施行の際現に改正前条例附則第２条の規定による追加貸付を

受けている者に係る貸付金の償還等については、当該追加貸付の償還が終

了するまでの間、なお従前の例による。 

別表第１（第４条関係） 

区分 

国立・公立学校 私立学校 

入学資金 修学資金 

（月額） 

入学資金 修学資金 

（月額） 

大学 

専修学校 

(専門課程) 

200,000円 35,000円 300,000円 45,000円 

高等専門学校 35,000円 45,000円 

別表第１～別表第２ 削除 
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改正前 改正後 

(４年次から５年

次まで) 

別表第２（第４条関係） 

奨学金返済支援助成 貸与額の２分の１の額。ただし、

当該額が1,000,000円を超える場

合は、1,000,000円とする。 

高等学校等入学準備助成 100,000円 
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